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居宅介護支援事業（ケアプラン作成）        

 要介護と認定された方が利用できます。 

在宅生活の継続のために必要な居宅サービス計画（ケアプラン）

を作成します。 

また、適切なサービスの提供が受けられる様、サービス事業者

と連絡調整をはかります。 

 

多摩川の里地域包括支援センター            

 地域包括支援センターでは、主に次のような業務を担います。 

● 総合相談 
    高齢者のさまざまな相談に応じ、必要に応じて関係機関やサービスを

紹介します。 

● 介護予防ケアマネジメント 

    要支援と認定された方、及び事業対象者の生活機能の維持・向上を図

るためにケアプランを作成します。 

● 包括的・継続的ケアマネジメント 

    地域のケアマネジャーへの助言指導および関係者間で連携できるよう

支援します。 

● 高齢者虐待防止など、高齢者の権利擁護 

    地域の高齢者が尊厳のある生活を営めるよう支援します。 

  

  

○施設の見学をご希望のかたは、電話にてご連絡の上、お越しください。 

また、各サービスについてのお問い合わせがございましたら、お気軽に 

ご連絡下さい。 

○当施設では、特定の個人を識別できる情報（個人情報）を適切に取り扱 

うことを、社会的責務であると深く認識し、サービス等をご利用されて 

いる方の個人情報を保護し、尊重することをお約束します。 

 

 



施 設 の 概 要                           

  １ 設置主体   川崎市 

  ２ 運営主体   社会福祉法人  川崎市社会福祉事業団 

  ３ 敷地面積   3，４５３，４５㎡ 

  ４ 建  物   鉄筋コンクリート造 地下１階地上３階建 

            建物面積１，５３１．２３㎡ 

            延床面積５，０９８．３０㎡ 

            《特別養護老人ホーム部分》４，３５８．２４㎡ 

            《身体障害者福祉会館部分》７４０．０６㎡ 

  ５ 設  立   平成５年４月１日 

 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）（定員８４名） 

要介護と認定された方が入所できます。 

職員一人ひとりが優しさといたわりの心をもって日常の介護にあたっています。

入居者が少しでも自立した生活が送れるように、個別対応を心がけております。 

なお、大勢のボランティアの皆さんに支えられ、また家族会とも

連携を密にしています。 

○居室数（短期入所用含む） 

・個室 ６室 ・２人部屋 １５室 ・４人部屋 １６室 

 

短期入所生活介護（ショートステイ）  （定員１６名） 

要支援、要介護と認定された方が利用できます。   

上記介護老人福祉施設入居者と同様の生活をしていただけます。 

また、施設に来所することが困難な方に送迎も行います。 

 

通 所 介 護（デイサービス）     （定員１日３０名）  

 要支援、要介護と認定された方が利用できます。        

日頃、外出する機会が少ない、疾患（認知症含）のある高齢者や

体の弱い高齢者の方に送迎・入浴・食事・機能訓練等のサービス

を提供しています。 

 

 


